
寒河江市障がい者基本計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づ

き寒河江市障がい者基本計画（以下「計画」という。）を策定するため、寒河江

市障がい者基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関することを所掌する。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員１２人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 福祉関係者 

⑶ 医療関係者 

⑷ 障がい者団体関係者 

⑸ 教育機関関係者 

⑹ 社会参加支援団体関係者 

⑺ 公募による者 

２ 前項第７号に規定する者は、応募時点において、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

 ⑴ １８歳以上であること。 

 ⑵ 市に引き続き１年以上在住していること。 

 ⑶ 国、地方公共団体、独立行政法人若しくは地方独立行政法人の職員又は国

会、県議会若しくは市議会の議員でないこと。 

 ⑷ 市税及び税外収入金を滞納していないこと。 



（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の事業が完了する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置き、それぞれ委員の互選により

定める。 

２ 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長がそ

の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

４ 委員長は、会議の内容が軽微である場合又は緊急その他やむを得ない事情に

より会議を開催するいとまがないと認める場合は、書面協議により議決するこ

とができる。 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の書面協議について準用する。 

（幹事会） 

第７条 第２条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせるため

委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、障がい者福祉に関する福祉国保課、健康増進課及び子育て推進課

の職員で構成し、福祉国保課長が幹事長となる。 

（会議録の調製） 

第８条 委員長は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載し



なければならない。 

（事務局） 

第９条 委員会の庶務は、福祉国保課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集すべき会議は、第６条の規定にかかわらず市長が招集する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 


